
第2考様式(1)②

(単体発注・事後審査型)

郭覇港管理組合一般規争入札公告第 6号

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 234条第1項 の規定により、一般競争入本と (以下 「入オtと」とい う。)

施する。

令和6年 2月 22日

那覇港管理組合管理者 玉軟

1 入本ととこ付す る事項 麟 桂
(1) 工 事 名 臨港道賂 (港湾2号繰)道路改良工事 (R52)

(2) 工 事 場 所 那覇港新港ふ頭地区

(3) 工 種 土木T事業

工 事 内 容 土木
‐式T事(4)

契約締結 日の翌日から令和6年 9月 30藤 まで(5) 工 期

180,483,000円    (税 込 )(6) 設   計   金   額

事後審査型  ※人札参加資棒の審査を開札後に行 う。(7) 資 を持 審 査 方 法

(8) 最 低 制 限 価 格

本入社案件は、最低制限幅格が設定されているため、最低制限価格未満の入札者は落

札者となることができないc

※最低制限価格の算定に関する運用について

(1lttps://nahaport jp/business/contract/)

※本工事の予定価格は、左記に示す公共工事設計労務単価を適用し

て積算 し,てお り、入札参
'lⅢ

l者は同革価を適用 して見積 りを行い入札

することじ
(9) 適 用 す る 労 務 単 価 令和5年 4月 労務単価

本工事は、 「建設工事に係る資材の再資沫化等に関する法律ど (平

成12年法律第104号)|こ基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務づけられた工事であるc

(⊃ ジサイクル法

議会議決

本工事は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
する条例第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要するため、
落札決定後は落札者 と工事講負仮契約を締結 し、議会の側意の議決
を経て通知したときに本契約となる。

準備手続き
(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提とし,た年度開始

(予算成立)前からの準備手続きであり、予算成立後に効力を生じ

る事業である。従つて、議会において当初 (補正)予算案が否決さ

れた場合は、契約を締結 しない。また、次年度当初 (補正)予算成
立後においても、岡庫支出金に係る交付呻請等の手続きの関係上、
人札を延朝する場合がある。

準備手続き

(交付決定前)

本手続きは、国庫支出金に係る予算使用を議提とした事前準備手続
きであり、交付決定後に効力を生じる事業である。従って、交付申

請等の手続きの関係上、入札を延期する場合がある。

本手続きは、議会における繰越承認を前提とした事前準備手続きで

あり、議会承認後に効力を生じる事業である。従って、議会におい

て本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、入札を廷期又
は中止することがある。枝たヽ予算の繰越承認後において t)、 国庫
文出金に係る繰越 (翌債)手続きの関係上、人オとを廷期する場合が

ある。

準備手続き
く繰越承認前)

債務負担行為工事
本T事は、債務負1日 行為に係る契為の特則の適用を受ける工事であ

る。

本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事である。

(10)

そ の 他 適 用 の あ る
法 令 、 帝1度 等

(※本案件は、右表の う
ち、O印を付 した制度等の

適用がある。 )

人札時積算
数量書活用方式
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2 入札参加資格

次に定める要件をすべて満たしている有資格業者であること。

(1) 土木工事業

特A等級
(1)の業種のおいて (2)の等級を有することについて、 (3)と こ

表示する年度に那覇港管理組合建設工事入オL参力∃資格審査及
び業者選定等に関する規程第7条第1項 による建設工事入札参

簿

事入|と参加資
登 録 窄 度

令下日4・ 5年度 資格者名締への登録があること。また＼建設業法に定める

(4)の許可を受けた者であること。
特定建設業苗r     lス

(2)

(3)

(4)

(5) 地方自治法施行令第167条 の4の規定に該当しない者であること。

(6)
建設業法第97条 の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効鶏眼内にあるこ

とを

(7)
資格確認申請壽提出期限から当該T事の落札決定簿までの間において、那覇港管理組合の指名停h措置を受けてい

ないこと,

(8)
会社更生法に基づき更生手続き開始の専立てがなされナている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の中立てが

なされている者 (手続き開始の決定後、入札参力日資格の再認定を受けている者を除く。)ではないこと。

(9)
警察当局から、暴力岡員が実質的に経営を支配する建設業者又はこ命1,に準ずるく)の をして、那覇港管理組合発注工

事等からの排除要請があり、当該状況が継統 している者でないこと。

(10)

人札に参力‖しようとする者の間に以 下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ること|ま 、】【覇港管理系h合競争契為

入札心得第 3粂第 2項の規定に抵触する )ヽのではない。

ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合◇

(a)子会社等 (会社法 (平成17年法律第86号)第 2条第 3号の 2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)

と規会社等 (同条第 4号 の 2に規定する親会社等を′ヽう。以下同じ。)の関係にある場合
(b)親会社等を同じくする子会社等同士のF美写係にある場合

イ 人的関係
次のいずれ,かに該当する二者の場合。ただし、 (a)に ―サいては、会社等 (会社法施行規只1(平成18年法務

省令第12号)第 2条第 3項第 2号に規定する会社等をい う。以下同じ。)の一方が民―事再生法 (平成11年

法律第225号)第 2条第 4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14年

猿律第154号)第 2条第 7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(a)一方の会社等の役員 (会社法施行規貝嘔第 2条第 3項第 3号卜に規定する役員のうち、次に掲げる者を
いう。以 下珂じ.)が 、他方の会社等の役員を現に来ねている場合

」)株式会社の取締役。ただと,、 次に掲げる者を除く。

①会社法第2条第11号の21こ規定渭
~る

監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

②会社法第 2条第12号に規定する指嘉委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第15号 に規定する社外取締役

④会社法第348条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 しないことと

されている取締役

2)会社法第402条に規定する指猜委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をいう.)の社員

(同 法第590条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 しないこととされ

ている社員を除く.)
4)組合の理事

5)その他業務を執行する著であつて、 1)から4)ま でに掲げる者に準ずる者

(b)^方の会在等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64「条第2項又は会社更生法第67条第 1項の規定に

より選任された管財人 (以下単に管財人というこ)を現に兼ねている場合

(c)‐方′ブヽ会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を班に兼ねている場合

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。
組合 (共同企業体を含むゥ)と そのフ手毒成員が同 ‐の人札に参力‖している場合その他上記ア又はイと同視
しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合⇔
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(11) 地 域 要 件
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、南風原町、人草瀬町、与那原町、宣野湾市、
西原町内に建設業法に基づく主たる営業所があること。

(12)
本 工 事 に 係 る 設 計
業 務 等 の 受 託 者

(株)沖縄土本設計コンサルタン ト

原則 として上記に表示する当該工事に係る設計業務等の受託者 (受託者が設計共同体の場

合においては、当該設計共司体の各構成員をい ゔ 以下同じ。)又は導該受話者と資本若 し

く1■人事面において関連がある建設業者でないこと。

(13)

施

工
実
績

対 象 期 F百弓
自 平成25年 4月 1日 左記の期 F日弓内に ド記の対象T事を元講 として施Iし、完成

引渡 しが完了した施工実績を右すること。至  令和6年 3月 3ロ

対 象 工 事 土木一式工事

考備
特定 」V又は経常 どVの構成長としての施工実績は、出資比率30%以上のものに限り対

象とする.

(14)

配
置
予
定
技
術
者

資 格 区 分

1級土木施工管理技 士、若 し

くはこれ と同等以上の資格を

有する者

々記に掲げる要件を満たす監理技術者を当該工事に専任で

配置できること。配置予定技術者が現在他の工事に従事 して
いる場合は、契約締結時に当該工事に配置できること。

備 考

ア |こ れ と同等以上の資椿を有する考」造は、次のいずオR′かを満たす者をい うゃ

a技術士 (建設部門に限る。)の 資格を有する者
bその他、特記仕様書によるものとする。

イ 監違技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修〒証を有する

をであること。

ウ 配置予定技術者にあつては、入札 日前に3か月以 工の直接的かつ恒常的な雇用関

係があること。
工 配置予定技術者の専任を要しない期 FH写 については、設計図書等で確認すること。

(15) 取 抜 け 案 件

以下の工事を落札 した者は、本工事の落本L著
‐
となることはできない。

こ該当無 し

3 設計図書等の配布、ア質 FrJ尋及び回答

設 計 図 書 等 の 配 布

期 間 白 令和6年 2月 22日  (木 ) 至 令和6年 3月 8口  (金 )

配 布 方 法 那覇港管理組合ホームページにて睡本する。 (http8:〃 nahaport.jp/)

問 い 合 せ 先

那覇市通堂臣J2番 1号

郎覇港管J里組合 総務部

要ヨ言舌  098-868-2578

3踏

総務課 財務班

質 問 ・ 同 答 鞭 間 等

(1)入 札・契約手
続 |こ 関す る こ と

那覇市通堂町 2番 1号  3階
那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

民三言舌  f,98-868-2578      FAX  098-868-2629

(2)に記 (1)以 外に

関 す る こ と

那覇市通堂町 2番 1考  2階
那覇港管理組合 企画建設部 計画建設課

ロヨ言舌  098-86S-0336

提 出 期 聞
自 令和6年 2月 22口  (本) ～  至 令和6年 3月 12調 (火 )

上記期間の上口及び祖 日を除く毎 日、 9時から16時までゅ

提 出 場 所 上記 (1)1こ 同 じ。

提 出 方 法 竃送 (FAX又 1ま メール (cIIi_t()uma2023@nahap()ィ t,jp))又
`ま

持参

回 答 方 法
那覇港管理組合ホームページ (脱 tps:〃 nahapori.jp/)及 び上記 (1)におい

て、以 ドの期間、蘭覧に供する。

回 答 期 間
回答 目から  令和6年 3月 18日 (月 ) まで

上記期間の土隠及び祝 園を除く毎日、 9時から17時まで。
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4 資格れ亀認申請書等の提出

5 入札手続き等

資 格 確 認 中 請 書

本競争の参加希望者は、次の書類を期限内に提出すること9

なお、期限までに提出がない場合、本競争に参加することができない。

提 出 書 類
①一般競争入札参加資格確認申請書 (第 3号様式)

②返信用封衛 (入札結果通知用(84円切手貼付))

提 出 期 間
自 令和6年2月 22日  (木)  ～  至 令熟6年 3月 S日  (金 )

上記期間の土 日及び祝 日を除く毎日、 9時から16時まで。

提 出 場 所
那覇市通堂町 2番 1弓^(3贈

)

総務部 総務課 財務班

那覇港管理組合

目豆言舌  09S-868-2578

提 出 方 法 持参又は郵送 (一般書留もとノくは綺易書留)1提  出 部 数 1吉Б

入  本と 期  目  等

入  札  方  法

本工事 ,ま、紙入札により実施する。
入′

lヽ_書等は、あらかじめ指定する日に蠅達されるように (「配達日指定鄭
便ど)、 「一般書留」叉は 「簡易書留Jのいずれかの方法により郵送するこ

と。持参や普通劉i便等で提出された場合、無効とする。

提 出 書 類
①入札書

②工事費内訳書

目
ナ

定
日

指
札

遂
入

蛯
て

令不目6年 3月 18口     (月 )

宛 先

〒9000035  那覇市通宝軒 2香 1号

部覇港管チ里組合 総務部 総務課 財務難

電話 0988682578

入 札 書 に 記 載
す  る 金 額

落礼決定にあたつては、人札壽に記載された金額に当該金額の100分の10に

相当する額を加算 モンた金額 (当 該金額に1用未満の端数があるときは、その端

教企額を切 り捨てた金額)を もつて落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかとF卜1月 わず、見

積もつた契約希望金額の110分 の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

入 札 に 関 す る
注 意  事  項

ア 入札書のくじの数字 (任意の数宇 3桁)は、同額くじ拍避が発生した

場合に使用するため、必ず記入すること。
イ 配達指定 澤以外の郵に届いた入札書及び工事費内訳書1=、 受理しない⇔
ウ 入札書の日付は、齋札 日を記入することら

工 事 費 内 訳 書
の  提   出

ア 第1同 目の人札に際し、人礼書に―己載される人札金額に対応 した工事

費内訳書 (様式自由)を提出すること。
イ エ事費内訳書には、作成年月日、工事名、工種、種別、紳目とこ相当

する項日 (大項 目でよい)に対応するものの単位、員数、単価及び
金額を明らかにし、商考又は名称並びに住所を記載すること◇

夕 工事費内訳書には、代表者印を押印すること。
工 管理者 (これらの者の補助者を含む。)は、提出された工事費均訳

害 ,こ ついて説明を求めることがある。

入 札 の 無 効
本公告に示した競争参沖資格のない者のした入札、資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の

した入札及び入札に関する条件に違反 した入本とは、無効とする。

入 札 の 辞 退 等

資格確認申講等の提出後、都合により入札を辞送する場合は、開札 日時までに入札辞退届を提

lttlす ること,

また、藩札決定までの開に他の工事を落札 したことにより轡ド置予定技術者を本工事に配置する
ことができなくなつたときは、直ちに報告すること。当該報告がなく、本入札の手続きが落札央

定まで至った場合、指名停止措置要領に基づく指名停 thを行 うことがある。

4/7



孝 の 他

ア 落札候補者がいない場合は開札後直ちに再度入札を行 うので、再度入札にも参加する
場合は、開札時点から立ち会 うこと。初度の開礼時に立ち会わない参加者は再度入札を
辞退したものとみなし、再度入札への参加を認めない。

イ 代丁F≧人が再度入礼する場合は、再度入札を行 う際に委任状 (任意様式)を提出すること。
ウ 委任状には、工事タロ、工事場所を記入すること。
工 再度入札参加者又は再度入札参力ll者 の代理人は、当該入札に対する他の再度人札参力‖者

の代理をすること
'ま

できない。
オ 再度入本とイよ、 1回のみ矛する。

6  膨目本と

開  札   日  時I 令和6年 3月 19口  (火 ) 9:30 ※入札書の日付

那覇港管理組合 彦階大会議隼
※人札者は、開札に立ち会 うことができる (再人札に参力用する場合は、開札時点から

立ち会 うこと)⇔

開   札   場 所
|

7 藩札候補者の選定

審査にかか る書類 の提 出

開札後、落札者の決定を保留し.、 予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもつ

て人札を行つた者 (以 ド「落札候補者」という。)から順に競争参加資格の審査を行 うと落札候
補者は、申請時に提計キした資格確認申講書の記載内容を確認できる 〒資格確認資料」を持参する
こと。期限までに資格確認資料を提出しない場合、競争参加資格がない )ヽの とする。

なお、落本L候補者は上位から順に 3者 (上位の者と同額の者が複数いる場合はこの限りではな
いし)を決定し資格確認資料を求めるが、通絡者が確認できた時点で、次膜位以降のものの競争
参加資格の審査は行わないものとするゥ

通   知   日 令和6年 3月 19口  (火)17:00 まで (予定)に対象業者あて通欠0する。

提 出 期 限 令和6年 3月 22日  (金)15:00 まで

提 出 書 類

① 肥置予定技術者の資格等 (様式 1)

② 同 ^王穂 の施工実績 (様式 2)

① 資格確認中請書 (第 3号様式)の資格確認の各項目に記載した必要書類

提  出 部  数 1音b

提 出 方 法 原卿|、 持参

擢   出  先

〒9000135  那覇市通童町 2番 1号

那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

電言舌番 弓̂  098-868-2578

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参加資格の確認は、開札後、申請書等の提出期限の日をく)っ て行 うものとし、その結果は

以下の日枚でに書面により通知する。

令和6年 3月 25悔 (月 )(予定)

なお、落本L候補者について競争参加資格が確認され適格者であるこ乙が確認できた場合は、落

オと者決定通知をもつて資格確認結果の通共Πに代えるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、落本と候補者が競争参加資格を満たしていると確認した場合は、当該落札候補

者を落札者 とする。また、その結果は、全人札参加者に通知する◇

競争参加資格がない と認め

られた者がその理由に対 し

て 不 服 が あ る 場 合

琥争参加資格がないと認められた者は、管理者に対 して競争参加資格がないと認められた理由
について説明を求めることができる。
管理者は説明を求よ})ら れたときは、帝情を言]し立て期眼の』コから起算 して 5日 以内 (体 日を

除く)に説明を求めた者に剰
‐
し、書面により回答する。

提 出 期 限
競争参加資格確認結果の通知を行つた日の翌 日から起算して 5日 以内 (体

日を除く)と する。

提   出   先 那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

提 出 方 法
書面 (様式自由)を持参すること。郵送又は電送 (メ

い―ルや I「AX)に よるも
のは受け付けない。
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ア 資格確認苧請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする.

イ 契約担当者は、提出された資格確認申請書等について、競争参加資格の確認以外に

提出者に無断で使用 しない。
ウ 提出された資格確認申請書等は、返謝1と′敢い。
手 提iH期限内に限 り、資格確認申請書等の修正、差 し替え、追ヴJl、 再提出を認める。
オ 提出剣限を過ぎた場合、資格確認申請書等は受け付けない。
力 資格確認申請書等の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏漁フ等が

あつた場合は競争参加資椿無 し≧なり、藩札者となるこ溢はできないと
キ 資格確認寺請書等に虚偽の記載をとノた場合、指名停止措置要領に基づく指名停止

を行 うことがある。

8 入札保証金及ぴ契約探証金

入 礼 保 証 金

入札保証金の金額等は、現金又は管理者が確実と認める有価証券等をもつて見積る契約金額の

100分の5以上を納付するものとする。ただとノ、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納

付を免除する。
ア 保険会社との間に組合を被保険者 とする入札保証保険契約を締結 したときЭ
イ 国 (独立行政法人含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約

を締結 した実績を有しン、これらのうち過去 2衛年の間に履行期限の到来した二以上の契約
を全て誠実に履行 した者ゥ

なお、次の者は入礼に関する条件に違反 したモ)の として、その入札を無効とする。
(1)期 限までに入札保証金の納付、若 しく,ま紬付 |こ代わる上記ア、イのいずれかに係る書類
の提出のないを

(2)入札保証金の金額等が上記′ノ,条件に満たない場合
(3)入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合
また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。

※ 人札保証金を免除した落札者が契約を結ばない場合、損害賠償令として、人札金額に消費
税及び地方消費税を加えた額の100分 の 5を男h襲港管理組合に納付 しなければならない。

※イにより入札保証金の免除を曼 iす る場合 ,ま 、様式 「地方公共世1体等契約状況確認どを提肘i

すること9

提 出 期 「J長 令不

“

6年 3月 15日 (金, 17:00 まで

提 出 先

〒900-0035  那覇市通堂町 2番 1号

那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

電話番号 098868‐ 2578

入 札 保 証 金

(現 金 納 付 )

提 出 方 法

ア 「人本と保証金納付等発行依頼書Jを持参すること.

※要事前連絡
イ 組合が発行する納入通知書により金融機関で保証金を

納付 し、領収書 (写)を上記期限までに提出すること.

入札保証保険証券・入
社保証書・地方公共団
体等契約状況確認資料

提 出 方 法 持参又は郵送 (配達が確認できる方法にて送付すること)

保 険 期 間
保 証 期 間

開本し日汚ゝら9か月 乙する。

有 価 証 券 等
受八 日時・受入方法等の調整があるので、亭議に上記担当課まで連絡する

ン ニ

契 約 保 証 金

契約を結ぼう≧する者は、那覇港管理組合契約規員1第 4条及び建設工事講負契約書第 4条の定
めるところにより、契約保証金を納めなければならないっただ t´ 、有価証券等の提供又は銀行、

契約担当者等が確実と認める金融機関若 しくは保証事業会社 (公共工事の前払金供証事業に関す
る法律 (唱和27年法律第184号‐)第 2条第 4項に規定する保証事業会社をい う。)の保証をもつ

て契約保証令の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付 し、又は履行保

証保険契約の締結を行ヤった場合は、契約保証金を免除する。

落札決定後、コリンズ等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認 された場合、

を結ばないことがある。
なお、病気・死亡 。送職等の場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、資格確認

申請書等の差替え
`ま

認められない◇
病気等の特別な理由によりや渉を得ず配置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準を満

たし、かつ当初の雌置予定技術者と同等以 Lの者を配置 しなければならない。

配 置 予 定 技 術
の   確

9 その他の事項
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薄 |=銭  |ムl契 約金額の40%以 内

II
適用あり
※那覇港管理組合契約規貝1第41条の規定回数の範囲内分

本工事に係る契約は、落札者の決定後、 7日 以内に締結する。ただし、管理者が特に指示した
ときはこの限りではない。

本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を

本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請

負費率 (当 初契約額■当初設計額)を変更設計額又は関連T事の設計額に乗じた額で行 う。

入札参加者は、那覇港管理組合競争入札心得、建設工事請負契約約款及び仕様書を熱読 し、こ

れを遵守すること。
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